
様式第１号（第５条関係）

神戸市商店街等街路灯電力料補助金交付申請書

令和７年●月●日

神戸市長　宛

住所

電話番号
メール
アドレス

団体名

代表者
役職名

代表者
氏名

事務担当者（代表者と異なる場合のみ記入）

住所

電話番号
メール
アドレス

氏名

（振込先口座）

銀行名 支店

預金種目 口座番号

口座名義

（フリガナ）

補助金等の受け取りを下記の者に委任します。

（受任者）

住所

電話番号

団体名 氏名

神戸市●●区■■■１－２－３

（078）123－4576 ■■■■＠▲▲.com

神戸　花子

〒123－4567

0012345

※口座名義は、申請団体等と同一の名義であること。口座名義が異なる口座への振込を希望する場合は、
以下の（受任者）の欄に記入すること。

神戸市　　　　区

１．普通

銀行商業流通 こうべ

〒

神戸市●●区■■■１－２－３

●●●＠▲▲.com（078）123－4576

○○商店街振興組合

理事長 神戸　太郎

〒123－4567

○○ショウテンガイシンコウクミアイリジチョウコウベタロウ

記入例
赤文字は記入必須項目です。

青文字は必要に応じて記入ください。
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様式第１号（第５条関係）

１．補助対象施設

街路灯 アーチ 日よけ アーケード

灯 灯分 ㎡ ㎡

※設置・管理していない補助対象施設の項目は「０」を記入すること。

２．補助金の額

円 （２，０００円　×　街路灯 灯分）

当該年度に補助対象施設を撤去又は撤去予定の場合は、以下に内容を記入すること。

撤去施設 撤去量 灯・㎡
撤去
（予定）

月

３．誓約事項

以下の誓約事項を確認し、チェックボックスに☑を記入すること。

1

2

3

4

5

４．添付書類

（２）電力会社の領収済証明書

（３）構成員名簿　※当該年度において、既に商業流通課に提出済の場合は不要。

（４）補助金振込先金融機関の通帳の写し

　（１）補助対象施設の概要がわかる資料
　　　　※前年度以前において、既に商業流通課に提出済であり内容に変更がない場合は不要。

※ただし、４．（２）領収済証明書をもとに当該年度の電気料金を算定し、補助金の額がそれを上回
る場合は、算定した当該年度の電気料金を補助上限額とする。

30 （街路灯） 2 15 370

52104,000

街路灯 30 12

申請書類に記載された内容や提出書類に虚偽が判明した場合は、神戸市商店街
等街路灯電力料補助金交付要綱第８条に基づき市が行う一切の措置について、
異議を述べません。
※本要綱第８条は、次ページ（3/3）を参照。

☑

神戸市商店街等街路灯電力料補助金交付要綱第３条を満たしています。
※本要綱第３条は、次ページ（3/3）を参照。

建設局が保有している貴団体の道路占用状況等について、商業流通課に開示す
ることを認めます。

☑

☑

前年度以前に申請した補助対象施設における内容及び概要がわかる資料に変
更はありません。
※変更がある場合は、選択不要。新たに概要がわかる資料を提出ください。

☑

補助対象施設は、設置にあたり必要な許可を得ています。
（例：道路占用許可、土地所有者からの使用承諾等） ☑
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様式第１号（第５条関係）

＜神戸市商店街等街路灯電力料補助金要綱＞

（補助対象施設）

第３条 補助金交付の対象となる施設（以下「補助対象施設」という。）は、当該年度の４月１日時点

において補助対象団体が設置管理する共同施設のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、

個別の店舗の照明または広告を主とした施設は除くものとする。

（１）街路灯（道路上の独立柱）

（２）アーチ（照明付）

（３）日よけ（照明付）

（４）アーケード（照明付）

２ 補助対象施設は次の各号の要件を備えるものでなくてはならない。

（１）公道上に設置され道路占用許可を受けたもののほか、補助対象団体の店舗に面する道路及

び敷地内通路のうち、土地の所有者等がその権原に基づいて終日来客者や一般交通の用に

供しているものの上に設置されたものであること。

（２）街路を明るくすることで、犯罪の防止や交通の安全に役立ち、商店街等の発展と安全の確

保に繋がると認められるものであること。

（３）補助対象団体において電力料を負担しているものであること。

（４）補助対象団体において適切な維持管理が行われていること。

（５）神戸市街灯助成金交付要綱に基づく建設局の助成金交付を受けていないこと。

【２．補助金の額について】

街路灯１灯あたり2,000円の補助

・アーチは、道路を横断するものを２灯、そうでないものを１灯と計算

・日よけおよびアーケードは、施設ごとに20㎡あたり１灯と計算

（施設の総面積が20㎡未満の場合は１灯、20㎡を超える場合は20㎡で割り、

割り切れない場合は小数点第一位を四捨五入のうえ算出）

記入例の場合、

【街路灯】 2,000円×30灯＝60,000円

【アーチ】 2,000円× ２灯＝ 4,000円

【日よけ】 15㎡は20㎡未満のため１灯として計算

2,000円× １灯＝ 2,000円

【アーケード】 370㎡を20㎡で割ると18.5になるため、

小数点第一位を四捨五入し、19灯として計算

2,000円×19灯＝38,000円

合計：104,000円（2,000円×52灯）
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